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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ケースの上面に電路を開閉操作するハンドルが備えられているとともに、前記本体
ケースの後面に電源側端子が、前記本体ケースの前面に速結端子で構成された負荷側端子
が夫々配置されており、単相三線式電路に使用可能な配線用遮断器であって、
　前記本体ケースの前面に、前記速結端子が所定方向へ並べて配置されているとともに、
前記速結端子が並ぶ方向に沿って案内壁が延設されており、
　さらに、１つの前記速結端子を被覆可能なカバー本体と、前記カバー本体から前記案内
壁の厚みだけ離して設けられた挟持片と、前記カバー本体と前記挟持片とを連結する連結
片とを有するカバー部材が、前記カバー本体と前記挟持片とにより前記案内壁を両側から
挟み込んだ状態で、前記案内壁に沿ってスライド可能に設けられているとともに、
　前記カバー本体の前記挟持片に対向する側の面に係止突起が、前記挟持片の前記カバー
本体に対向する側の面に係合突起が夫々設けられている一方、
　前記案内壁の前記カバー本体側の面に前記係止突起が係止する係止溝が、前記案内壁の
前記挟持片側の面に前記係合突起が係合する係合溝が夫々スライド方向に沿って刻設され
ていることを特徴とする配線用遮断器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば分電盤内等に設置される配線用遮断器に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、単相三線式電路に使用される配線用遮断器としては、本体ケースの前面に複数の
速結端子で構成される負荷側端子が、後面に電源側端子が夫々配置されているとともに、
本体ケースの前面において、速結端子が上下方向へ一列に並べて配列された薄型のものが
考案されている。そして、そのような配線用遮断器では、誤結線の防止を図るべく、使用
しない速結端子を覆うカバー部材を設けた方が望ましい。そこで、たとえば特許文献１に
記載の発明では、本体ケースの前面に、速結端子の並列方向へ沿って延びる支持壁を、速
結端子の左右両側に夫々設けるとともに、当該支持壁間に速結端子を被覆／露出させるた
めのカバー部材を取り付け、カバー部材を支持壁に沿ってスライドさせることにより、所
望の速結端子を被覆するようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２８７５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の構成のように、２つの支持壁を設けるとなると
、その分だけ本体ケースの前面の左右幅が広くなってしまうため、特に薄型化を目指す配
線用遮断器にあっては改善が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、より薄型化を図ることがで
きる配線用遮断器を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、本体ケースの上面に電路を開閉操作するハンド
ルが備えられているとともに、前記本体ケースの後面に電源側端子が、前記本体ケースの
前面に速結端子で構成された負荷側端子が夫々配置されており、単相三線式電路に使用可
能な配線用遮断器であって、前記本体ケースの前面に、前記速結端子が所定方向へ並べて
配置されているとともに、前記速結端子が並ぶ方向に沿って案内壁が延設されており、さ
らに、１つの前記速結端子を被覆可能なカバー本体と、前記カバー本体から前記案内壁の
厚みだけ離して設けられた挟持片と、前記カバー本体と前記挟持片とを連結する連結片と
を有するカバー部材が、前記カバー本体と前記挟持片とにより前記案内壁を両側から挟み
込んだ状態で、前記案内壁に沿ってスライド可能に設けられているとともに、前記カバー
本体の前記挟持片に対向する側の面に係止突起が、前記挟持片の前記カバー本体に対向す
る側の面に係合突起が夫々設けられている一方、前記案内壁の前記カバー本体側の面に前
記係止突起が係止する係止溝が、前記案内壁の前記挟持片側の面に前記係合突起が係合す
る係合溝が夫々スライド方向に沿って刻設されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、本体ケースの前面に、速結端子が所定方向へ並べて配置されていると
ともに、速結端子が並ぶ方向に沿って案内壁が延設されており、さらに、１つの速結端子
を被覆可能なカバー本体と、カバー本体から案内壁の厚みだけ離して設けられた挟持片と
、カバー本体と挟持片とを連結する連結片とを有するカバー部材が、カバー本体と挟持片
とにより案内壁を両側から挟み込んだ状態で、案内壁に沿ってスライド可能に設けられて
いる。したがって、一対の支持壁を設けていた従来のものと比較すると、本体ケースの前
面、ひいては配線用遮断器全体の薄型化を図ることができる。
　また、カバー本体の挟持片に対向する側の面に係止突起を、挟持片のカバー本体に対向
する側の面に係合突起を夫々設ける一方、案内壁のカバー本体側の面に係止突起が係止す
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る係止溝を、案内壁の挟持片側の面に係合突起が係合する係合溝を夫々スライド方向に沿
って刻設している。したがって、係止突起が係止溝に、係合突起が係合溝に夫々係止・係
合した状態でカバー部材を案内壁に組み付けることができ、カバー部材の案内壁からの不
用意な脱落を防止することができる上、カバー部材をスムーズにスライドさせることがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】１００Ｖの出力が得られる状態にある配線用遮断器を示した斜視説明図である。
【図２】図１と同状態にある配線用遮断器を側方から示した説明図である。
【図３】カバー部材を示した説明図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は
底面図、（ｄ）はＡ－Ａ線断面を示した説明図である。
【図４】カバー部材の案内壁への組み付け状態を示した断面説明図である。
【図５】２００Ｖの出力が得られる状態にある配線用遮断器を示した斜視説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態となる配線用遮断器について、図面にもとづき詳細に説明す
る。
　図１は、１００Ｖの出力が得られる状態にある配線用遮断器１を示した斜視説明図であ
る。図２は、図１と同状態にある配線用遮断器１を側方から示した説明図である。図３は
、カバー部材１０を示した説明図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図、（ｃ）は底
面図、（ｄ）はＡ－Ａ線断面を示した説明図である。図４は、カバー部材１０の案内壁２
０への組み付け状態を示した断面説明図である。図５は、２００Ｖの出力が得られる状態
にある配線用遮断器１を示した斜視説明図である。なお、負荷側端子３側を配線用遮断器
１の前側として説明する。
【００１０】
　単相三線式電路に使用される配線用遮断器１は、合成樹脂製の左右一対のケースを組み
立ててなる本体ケース４を有しており、本体ケース４の上面には、ハンドル７が前後方向
へ回動操作可能に設けられている。そして、ハンドル７を回動操作することで、本体ケー
ス４内に組み込まれている図示しない遮断機構が作動し、後述する電源側端子２と負荷側
端子３とを電気的につなぐ電路が接続／開放されるようになっている。なお、本体ケース
４内には、図示しない過電流検知機構も設けられており、過電流を検知すると上記遮断機
構が開動作するようになっている。
【００１１】
　また、配線用遮断器１の後面には、プラグイン方式の端子Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３を上下方向
へ一列に備えてなる電源側端子２が配置されている。各端子Ｐ１～Ｐ３は、本体ケース４
を左右方向に貫通したコ字状に切り欠いて形成されており、分電盤内等に配設される電源
ラインである導体バー（図示せず）や該導体バーから分岐された分岐バー（図示せず）を
挿入接続可能となっている。
【００１２】
　一方、配線用遮断器１の前面は、前側へ向かって下降傾斜する傾斜面に形成されており
、該傾斜面には、負荷配線（図示せず）を挿入接続可能な３つの端子Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３を
傾斜方向へ一列に備えてなる負荷側端子３が配置されている。各端子Ｌ１～Ｌ３は、傾斜
面に直交する方向へ負荷配線を挿入可能な端子孔５を有するとともに、本体ケース４にお
ける端子孔５の内側となる位置に設置され、端子孔５を介して挿入された負荷配線に接触
可能とされた端子金具（図示せず）を有しており、所謂速結端子として機能するようにな
っている。
【００１３】
　また、各端子Ｌ１～Ｌ３では、端子孔５の下側に隣接して、絶縁抵抗測定試験を行うた
めの計器の測定端子を差し込み可能な差込孔６が開設されている。各差込孔６は、測定端
子の差し込み方向が上下方向となるように、すなわち負荷配線の挿入方向とは異なる方向
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となるように開設されている。また、本体ケース４における差込孔６の内側となる位置に
は、隣接した端子孔５の内側にある端子金具に接触する測定用金具（図示せず）が配置さ
れている。
【００１４】
　さらに、配線用遮断器１の前面には、端子Ｌ１～Ｌ３のうち使用しない端子及び差込孔
６を被覆するカバー部材１０と、被覆する端子及び差込孔６を変更する際にカバー部材１
０のスライドを案内するための案内壁２０とが設けられている。カバー部材１０は、カバ
ー本体１１、カバー本体１１の右側に所定の間隔を隔てて設けられた挟持片１２、及びカ
バー本体１１と挟持片１２とを連結する連結片１３を備えた弾性を有する合成樹脂製の部
材である。カバー本体１１は、左右幅が本体ケース４の前面の左右幅（案内壁２０よりも
左側における左右幅）と略同じとされ、上下長さが一組の端子孔５及び差込孔６を共に覆
うことができる長さとされた正面視略矩形の板体であり、表面には摘み１４が突設されて
いる。また、カバー本体１１の右側縁部には、上方へ立ち上げられた挟持部１５が設けら
れており、挟持部１５の挟持片１２と対向する側の面（カバー本体１１の右側面）には、
案内壁２０に係止する係止突起１６、１６が右方へ突設されている。一方、挟持片１２は
、左右方向が厚み方向となる板状に成形されており、その後端はカバー本体１１よりも後
方へ突出している。そして、当該挟持片１２の後端で、カバー本体１１（特に挟持部１５
）と対向する側の面には、案内壁２０に係合する係合突起１７、１７が左方へ突設されて
いる。なお、連結片１３は、挟持部１５の先端と挟持片１２の前端とを連結している。
【００１５】
　一方、案内壁２０は、カバー本体１１と挟持片１２との間隔と略同じ厚みを有しており
、配線用遮断器１の前面の右側縁に沿って立設されている。そして、案内壁２０の左側面
（内側の面）には、係止突起１６、１６が係止可能な係止溝２１が傾斜方向に沿って刻設
されている。また、案内壁２０の右側面（外側の面）には、係合突起１７、１７が係合可
能な係合溝２２が傾斜方向（カバー部材１０のスライド方向）に沿って刻設されている。
【００１６】
　上記カバー部材１０は、カバー本体１１の挟持部１５と挟持片１２とで案内壁２０を左
右から挟み込むようにして組み付けられており、当該組み付け状態にあっては、係止突起
１６、１６が係止溝２１に、係合突起１７、１７が係合溝２２に夫々係止・係合している
。したがって、カバー部材１０を傾斜方向で上側若しくは下側へ操作することにより、カ
バー部材１０は案内壁２０に沿ってスライドすることになり、カバー部材１０の配線用遮
断器１の前面上における位置を任意に変更することができる。
【００１７】
　そして、上述したような配線用遮断器１では、次のようにして出力電圧の切り換えがな
される。まず、電源側端子２は上部の端子Ｐ１が中性接続端子、下部二端子Ｐ２、Ｐ３が
電圧端子とされている。一方、負荷側端子３は、中央の端子Ｌ２が中性線接続端子とされ
ており、負荷側端子３の端子Ｌ１－Ｌ２、或いは端子Ｌ２－Ｌ３に負荷配線を接続すると
１００Ｖの出力を得ることができるようになっている。そこで、１００Ｖの出力を得たい
場合には、図１に示すように端子Ｌ３及び端子Ｌ３に対応する差込孔６をカバー部材１０
で被覆するか、若しくは端子Ｌ１及び端子Ｌ１に対応する差込孔６をカバー部材１０で被
覆すれば、誤結線を防ぐことができる。
【００１８】
　一方、端子Ｌ１－Ｌ３間に負荷配線を接続した場合には、２００Ｖの出力を得ることが
できるようになっている。そこで、２００Ｖの出力を得たい場合には、図５に示すように
端子Ｌ２及び端子Ｌ２に対応する差込孔６をカバー部材１０で被覆すれば、誤結線を防ぐ
ことができる。したがって、たとえば図１に示すようにカバー部材１０が端子Ｌ３を被覆
していたとすると、当該カバー部材１０を傾斜方向上側へスライドさせて、端子Ｌ２を被
覆する位置へと移動させればよい。
【００１９】
　以上のような構成を有する配線用遮断器１によれば、１つのカバー部材１０で一組の端
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子及び当該端子に対応する差込孔６を共に被覆可能としている。したがって、従来よりも
端子及び差込孔６の被覆／露出に係る構造を簡易化することができ、配線用遮断器１の一
層の小型化を目指すことができる。
　また、本体ケース４の前面において、差込孔６への測定端子の差し込み方向が、端子孔
５への負荷配線の挿入方向と異なるように、差込孔６を開設している。したがって、作業
者が差込孔６と端子孔５とを混同しにくい構成とすることができる。
【００２０】
　さらに、本体ケース４の前面の右側縁部に沿って案内壁２０が立設されているとともに
、端子及び差込孔６を被覆するカバー本体１１と、カバー本体１１の右側に、カバー本体
１１から案内壁２０の厚みだけ離して設けられた挟持片１２と、カバー本体１１と挟持片
１２とを連結する連結片１３とを有するカバー部材１０が、カバー本体１１と挟持片１２
とにより案内壁２０を左右から挟み込むようにして組み付けられることにより、案内壁２
０に沿ってスライド可能に設けられている。したがって、一対の支持壁を設けていた従来
のものと比べると、本体ケース４の前面、ひいては配線用遮断器１全体の薄型化を図るこ
とができる。
【００２１】
　加えて、カバー本体１１の挟持片１２に対向する側の面に係止突起１６、１６が、挟持
片１２のカバー本体１１に対向する側の面に係合突起１７、１７が夫々設けられている一
方、案内壁２０のカバー本体１１側の面に係止突起１６、１６が係止する係止溝２１が、
案内壁２０の挟持片１２側の面に係合突起１７、１７が係合する係合溝２２が夫々スライ
ド方向に沿って刻設されている。したがって、係止突起１６、１６が係止溝２１に、係合
突起１７、１７が係合溝２２に夫々係止・係合した状態でカバー部材１０を案内壁２０に
組み付けることができ、カバー部材１０の案内壁２０からの不用意な脱落を防止すること
ができる上、カバー部材１０をスムーズにスライドさせることができる。
【００２２】
　なお、本発明の配線用遮断器に係る構成は、上記実施形態の態様に何ら限定されるもの
ではなく、配線用遮断器の全体的な構造は勿論、カバー部材やカバー部材の位置変更に係
る構成等についても、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、必要に応じて適宜変更すること
ができる。
【００２３】
　たとえば、上記実施形態では、カバー部材側に係止突起や係合突起を、案内壁側に係止
溝や係合溝を夫々設けているが、それらを設けなくともよいし、カバー部材側に係止部を
、案内壁側におけるカバー部材が各端子を被覆する位置に対応する箇所に被係止部を夫々
設け、被覆位置からのカバー部材の不用意な移動を防止するような構成を採用することも
可能である。
　また、上記実施形態では、差込孔への測定端子の差し込み方向が、端子孔への負荷配線
の挿入方向と異なるように差込孔を開設しているが、測定端子の差し込み方向と負荷配線
の挿入方向とを同方向としてもよい。
【００２４】
　さらに、上記実施形態では、端子Ｐ１、Ｌ２を中性極としているが、どの端子を中性極
とするかは適宜変更可能である。
　さらにまた、上記実施形態では、本体ケースの前面を傾斜面としているが、垂直面とし
てもよく、そのような垂直面に、たとえば後方へ向けて負荷配線を挿入するような端子孔
を有する負荷側端子を設けることも可能である。
【００２５】
　またさらに、負荷側端子において速結端子を並べて配置するにあたり、厳密に一列とす
るのではなく、僅かに左右方向にずらして配置しても構わない。そうすることで、本体ケ
ースの左右幅方向の厚みが僅かに増すことになるが、一対の支持壁を設けたものと比べる
と薄型化を達成可能であるし、負荷側端子の視認性の向上を図ることができるというメリ
ットもある。例えば中央の端子Ｌ２のみ左右の一方向にずらすことで、３つの端子Ｌ１～
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Ｌ３の上方からの視認性を向上することができる。
【符号の説明】
【００２６】
　１・・配線用遮断器、２・・電源側端子、３・・負荷側端子、４・・本体ケース、５・
・端子孔、６・・差込孔、７・・ハンドル、１０・・カバー部材、１１・・カバー本体、
１２・・挟持片、１３・・連結片、１６・・係止突起、１７・・係合突起、２０・・案内
壁、２１・・係止溝、２２・・係合溝。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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